
特殊詐欺被害の多くが、自宅の固定電話への１本の電話から始まっています！

「防犯機能付き電話機」は、
着信音が鳴る前に警告メッセージを流し、
会話を自動録音することができる電話機です。
特殊詐欺等の防止に効果的です。

補助金額

お問い合わせ
申請先

岐阜市危機管理部地域安全推進課
〒500-8701 岐阜市司町４０番地１ 岐阜市役所１３階

058-214-4964
▲申請フォーム▲市ホームページ

岐阜市在住の６５歳以上の方で、次①〜③のいずれかに該当する方
①ひとり暮らし ②高齢者のみで構成される世帯
③日中の住居に高齢者のみとなることが常態である世帯
(公財)全国防犯協会連合会が推奨する機器（固定電話機又は固定電話機に接続して使
用する機器に限ります。)を令和８年２月１日（日）以降に購入した方
●対象機器は市ホームページでご確認ください。

補助対象者

対象機器本体１台の購入額(税を除く)の１/２で、
上限額10,000円（100円未満の端数があるときは、これを切捨てた額）補 助 金 額
令和8年4月1日（水）〜令和9年1月29日（金）
※ただし予算額に達した時点で申請受付を終了します。申 込 期 間
地域安全推進課の窓口へ持参、郵送、オンライン申請（下記QRコード）のいずれか申 請 方 法
①補助金申請書（市ホームページでダウンロードできます）②領収書の写し
③本人確認書類の写し ④補助金の振込先を確認できる書類の写し必 要 書 類

予定台数
４００台

・申請を受理後、交付決定通知書を送付し、後日補助金を指定の口座に振り込みます。
・受付状況は市のホームページをご覧いただくか、地域安全推進課までお尋ねください。

この通話は
防犯のため

録音されます※

※警告メッセージはメーカーに
よって異なります

４月１日
受付スタート︕


